
参考資料 
 
（環境基本法抜粋） 
第三節 環境基準 
 
第十六条 
 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、

それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい

基準を定めるものとする。 
２ 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は

水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事

務は、二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるものにあっ

ては政府が、それ以外の地域又は水域にあってはその地域又は水域が属する都道府県の

知事が、それぞれ行うものとする。 
 
  以下 （略） 



○水質汚濁に係る環境基準について 
 

昭和 46年 12月 28日 
環境庁告示第 59号 

  
 改正  昭 49環告 63・昭 50環告 3・昭 57環告 41・環告１40･昭 60環告 29･昭 61環告１・
平 3環告 78・平 5環告 16・環告 65・平 7環告 17・平 10環告 15・平 11環告 14・平 12環告
22･平 15環告 123 

   
 公害対策基本法（昭和 42年法律第 132号）第９条の規定に基づく水質汚濁に係る環境基
準を次のとおり告示する。 
 環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 16 条による公共用水域の水質汚濁に係る環境上
の条件につき人の健康を保護し及び生活環境（同法第２条第３項で規定するものをいう。

以下同じ。）を保全するうえで維持することが望ましい基準（以下「環境基準」という。）

は、次のとおりとする。 
    
第１ 環境基準  

公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護および生活環境の保全に

関し、それぞれ次のとおりとする。  
 １ 人の健康の保護に関する環境基準   

人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域につき、別表１の項目の欄に掲

げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。  
 ２ 生活環境の保全に関する環境基準   
  (1)  生活環境の保全に関する環境基準は、各公共用水域につき、別表２の水域類型の

欄に掲げる水域類型のうち当該公共用水域が該当する水域類型ごとに、同表の基準

値の欄に掲げるとおりとする。  
  (2)  水域類型の指定を行うに当たつては、次に掲げる事項によること。  
    ア 水質汚濁に係る公害が著しくなつており、又は著しくなるおそれのある水域を優

先すること。  
    イ 当該水域における水質汚濁の状況、水質汚濁源の立地状況等を勘案すること。  
    ウ 当該水域の利用目的及び将来の利用目的に配慮すること。  
    エ 当該水域の水質が現状よりも少なくとも悪化することを許容することとならな

いように配慮すること。  
    オ 目標達成のための施策との関連に留意し、達成期間を設定すること。  
    カ 対象水域が、２以上の都道府県の区域に属する公共用水域(以下「県際水域」とい

う。)の一部の水域であるときは、水域類型の指定は、当該県際水域に関し、関係
都道府県知事が行う水域類型の指定と原則として同一の日付けで行うこと。  



第２ 公共用水域の水質の測定方法等  
環境基準の達成状況を調査するため、公共用水域の水質の測定を行なう場合には、

次の事項に留意することとする。  
  (1)  測定方法は、別表１および別表２の測定方法の欄に掲げるとおりとする。 

この場合においては、測定点の位置の選定、試料の採取および操作等については、

水域の利水目的との関連を考慮しつつ、最も適当と考えられる方法によるものとす

る。  
  (2)  測定の実施は、人の健康の保護に関する環境基準の関係項目については、公共用

水域の水量の如何を問わずに随時、生活環境の保全に関する環境基準の関係項目に

ついては、公共用水域が通常の状態（河川にあつては低水量以上の流量がある場合、

湖沼にあつては低水位以上の水位にある場合等をいうものとする。）の下にある場合

に、それぞれ適宜行なうこととする。  
  (3)  測定結果に基づき水域の水質汚濁の状況が環境基準に適合しているか否かを判断

する場合には、水域の特性を考慮して、２ないし３地点の測定結果を総合的に勘案

するものとする。 
   
第３ 環境基準の達成期間等   

環境基準の達成に必要な期間およびこの期間が長期間である場合の措置は、次のと

おりとする。   
 １ 人の健康の保護に関する環境基準  

これについては、設定後直ちに達成され、維持されるように努めるものとする。  
 ２ 生活環境の保全に関する環境基準  

これについては、各公共用水域ごとに、おおむね次の区分により、施策の推進とあ

いまちつつ、可及的速かにその達成維持を図るものとする。  
  (1)  現に著しい人口集中、大規模な工業開発等が進行している地域に係る水域で著し

い水質汚濁が生じているものまたは生じつつあるものについては、５年以内に達成

することを目途とする。ただし、これらの水域のうち、水質汚濁が極めて著しいた

め、水質の改善のための施策を総合的に講じても、この期間内における達成が困難

と考えられる水域については、当面、暫定的な改善目標値を適宜設定することによ

り、段階的に当該水域の水質の改善を図りつつ、極力環境基準の速やかな達成を期

することとする。  
  (2)  水質汚濁防止を図る必要のある公共用水域のうち、(1)の水域以外の水域について

は、設定後直ちに達成され、維持されるよう水質汚濁の防止に努めることとする。 
   
第４ 環境基準の見直し  
 １ 環境基準は、次により、適宜改訂することとする。  
  (1)  科学的な判断の向上に伴う基準値の変更および環境上の条件となる項目の追加等  



  (2)  水質汚濁の状況、水質汚濁源の事情等の変化に伴う環境上の条件となる項目の追
加等  

  (3)  水域の利用の態様の変化等事情の変更に伴う各水域類型の該当水域および当該水
域類型に係る環境基準の達成期間の変更  

 ２ １の(３)に係る環境基準の改定は、第１の２の(２)に準じて行うものとする。  
 



 
 
生活環境の保全に関する環境基準（河川・湖沼）（水生生物保全に係る水質環境基準は除く） 

 河川（湖沼を除く） 
類型 利用目的の適応性 ｐＨ BOD SS DO 大腸菌群数 

AA 
水道 1級・自然環境保全
及びA以下の欄に掲げる
もの 

１mg/l 

以下 

50 MPN/100ml

以下 

A 
水道2級・水産1級・水
浴及びB以下の欄に掲げ
るもの 

２mg/l 

以下 

7.5 mg/l

以上 
1000MPN/100ml

以下 

B 
水道3級・水産2級及び
C以下の欄に掲げるもの 

３mg/l 

以下 

25mg/l以下 

5000MPN/100ml

以下 

C 
水産3級・工水1級及び
D以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上・

8.5以下 

５mg/l 

以下 
50mg/l以下 

5mg/l 

以上 
－ 

D 
工水2級・農水及びEの
欄に掲げるもの 

８mg/l 

以下 
100mg/l以下 － 

E 工水3級・環境保全 

6.0 以上・

8.5以下 10 mg/l 

以下 

ｺﾞﾐ等の浮遊が認

められないこと 

2mg/l 

以上 
－ 

備考 1 基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準じる） 
    2 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/l以上とする（湖

沼もこれに準じる） 
（注）1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
    2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
水道3級：前処理等を伴う高度の浄化操作を行うもの 

3 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産 
       生物用 
水産2級：サケ科魚類およびアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用 
水産3級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用 

   ４ 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 
     工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 
     工業用水3級：特殊の浄水操作を行うもの 
   ５ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 
 
 
 
 
 



２ 湖沼(天然湖沼及び貯水量が1000万立法メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖) 
ア 
類型 利用目的の適応性 ｐＨ COD SS DO 大腸菌群数 

AA 
水道1級・水産1級・自然
環境保全及び A 以下の欄
に掲げるもの 

１mg/l 
以下 

１mg/l以下 
50 MPN/100mg 
以下 

A 
水道 2・3級・水産 2級・
水浴及び B 以下の欄に掲
げるもの 

３mg/l 
以下 

５mg/l以下 

7.5 mg/l 
以上 

1000 MPN/100mg 
以下 

B 
水産3級・工水1級・農水
及び C 以下の欄に掲げる
もの 

6.5以上・
8.5以下 

５mg/l 
以下 

15mg/l以下 
5mg/ 
以上 

 

C 工水2級・環境保全 
6.0以上・
8.5以下 

８mg/l 
以下 

ｺﾞﾐ等の浮遊が認

められないこと 
2mg/ 
以上 

 

 (注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
     2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道2,3級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作又は前処理等を伴う高度の浄化操作を行うも
の 

３ 水産1級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産 
        生物用 

水産2級：サケ科魚類およびアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産3級の水産生物
用 

水産3級：コイ、フナ等貧栄養湖型の水域の水産生物 
    ４ 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 
      工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作又は、特殊な浄化操作を行うもの 
    ５ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 
 
イ 
類型 利用目的 全燐 全窒素 
Ⅰ 自然環境保全 0.1mg/l以下 0.005mg/l以下 
Ⅱ 水道1・2・3級・水産１種・水浴 0.2mg/l以下 0.01mg/l以下 
Ⅲ 水道3級(特殊)・ 0.4mg/l以下 0.03mg/l以下 
Ⅳ 工水2種 0.6mg/l以下 0.05mg/l以下 
Ⅴ 水産3種・農水・工水・環境保全 １mg/l以下 0.1mg/l以下 
備考 １ 基準値は年平均値とする。 
   ２ 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について

行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因とな

る湖沼について適用する。 
   ３ 農業用水については、前燐の項目の基準値は適用しない。 
(注)  1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

２ 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 
 水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
 水道3級：前処理等を伴う高度の浄化操作を行うもの(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去

が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。) 
３ 水産 1 級：サケ科魚類およびアユ等の水産生物用並びに水産 2 種及び水産 3 種の水産       

生物用 
水産2級：ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用 
水産3級：コイ、フナ等の水産生物用 

   ４ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 


